
R4.10.19　第２回懇話会での質問・意見についての各課照会

関連項目 整理番号

P14・24 1

市民課

登録推進の事務を担当課ではないため取り組み事例はありませ

ん。当課としては、現手続き以上の問い合わせ（登録の仕方

等）に対応することはできません。マイナンバーに関する手続

きが増え、お客様をお待たせしている状況です。当課として

は、登録推進よりも混雑緩和、待ち時間の短縮を図る方が優先

課題です。

情報政策課

・市報やホームページでラインのお友達登録を広報していま

す。

・サガン鳥栖の試合のときに鳥栖市公式ライン登録を広報する

チラシを配ったことがあります。

基本目標

1-主要施

策1-具体

的施策2-

事業番号

6・7・

9・10・

11関連

質問・各課回答・対応

【結論・対応】

市民課の窓口で公式ライン登録の推進活動に

協力することは市民課の業務等の関係で難し

い。すでに情報政策課が市報やホームページ

等でも公式ラインのお友達登録を広報してい

る。今後、市民協働推進課が開催する男女共

同参画のセミナー等の広報チラシやポスター

に公式ラインのお友達登録のQRコードを入れ

る等で、公式ラインの登録推進について協力

したい。

男女共同参画の啓発事業で講演会やセミナー等を開催していますが、若い人の参加が少なく、年齢層が高い

方が参加している状況が見受けられます。より多くの若い人に参加を促すためには、市の広報でSNSをもっ

と積極的に活用すべきであると考えます。すでに鳥栖市では公式ラインで各種イベントやセミナー等の情報

や災害情報を発信していますが、残念ながら登録者数が少ないと聞いています。そこで、転入時やマイナン

バーカード取得時に鳥栖市公式ライン登録を積極的に勧誘する等の取り組みをしてはどうでしょうか。

資料4



P18・35 2

総務課

市役所の職員に対する介護休業の制度・取組は下記のとおりで

す。

【鳥栖市特定事業主計画】

　「５．行動計画（２）働き方改革に向けた取り組み」におい

て③柔軟な働き方の推進を行います。

・子育てや介護などで時間制約のある職員を含む全職員が十分

な能力を発揮できるように、部分休業等の既存制度の周知徹底

を図るとともに、柔軟な働き方に資する制度設計の検討を行い

ます。」と記載しております。

（現在の取組）

「介護休暇制度の活用」

◆各種法律等に基づく介護の休暇について制度化を行っていま

す。

　「短期介護休暇」「介護休暇」「介護時間」

◆庁内グループウェア上に掲示している庶務事務システムの中

に「鳥栖市各種休暇・時間外等事務処理マニュアル」を掲載。

その中において「短期介護休暇」や、「介護休暇」「介護時

間」の制度説明を行っています。

市民協働推進課
民間企業や市民に対して育児・介護休業法の法改正の情報や積

極的な活用について市報等での広報活動を実施。

基本目標

3-主要施

策1-具体

的施策18-

事業番号

79～83関

連

国の法制度が育児休業と介護休暇が同じ法制度になっている関係で子育てと介護と課題が一緒になっていま

すが、現実問題として、全く性質の異なる問題であるので、分けて考えていただくのがいいかと思います。

子育ては男性の育児休業取得等、啓発等も進んできていますが、介護は終わりがわからない面もあり、問題

の本質が異なるところがあるため、別の課題として取り扱ってほしいと思います。

【結論・対応】

現在も総務課では育児休業とあわせて職員に

対して介護休暇の周知に取り組んでいる。ま

た、市民協働推進課では市民や企業に対して

育児休業・介護休暇についての啓発・広報活

動に取り組んでいる。（事業番号13・24）。

引き続き介護休暇についても、啓発・広報に

取り組んでいく。また、鳥栖市で実施する男

女共同参画の講演会やセミナー等を通じて、

介護休暇や育児休業取得の推進やその課題に

ついて紹介していけたらと考えている。



P18・35 3

基本目標

3-主要施

策1-具体

的施策18-

事業番号

79～83関

連

市民協働推進課

ワーク・ライフ・バランスの推進について、内部の職員向けに

は毎月最初の日を男女共同参画の日に位置づけ、早期退庁、

ワーク・ライフ・バランスの推進を呼びかけています。

【結論・対応】

有給休暇取得が進まない状況についての対応

策としては、ワーク・ライフ・バランスの実

現に向けて啓発すること、人員の適正配置、

業務の効率化等様々な取組が必要である。男

女共同参画の中でもライフ・ワーク・バラン

スの推進をする事業を具体的施策18「仕事と

家庭の両立支援の充実」で取り組んでいる。

今後もその取組を進める。

P18・35 4

基本目標

3-主要施

策1-具体

的施策19-

事業番号

85関連

健康増進課 そのような一覧表はありません。

【結論・対応】

男性向けに限定した育児教室や講座の一覧表

はない。男性に限定せず子を持つ親に対して

の育児教室はいろいろな所でしている。ただ

し、主催団体が様々なので、それを一本化し

たり、その全ての情報を一カ所で得ることが

できるところは今のところない。

男性向けの育児講座が開催されていることは、保健センター等で個別に照会しないとわからないものです

か。場所がよく変わっていてわかりにくく感じますが、一本化等はできないものでしょうか。父親向け育児

教室等の情報の一覧表があればそれをもらえる所を知りたいです。

有給休暇ではなく育児の休暇として取得できるようにするというご意見が出ましたが、有給休暇も取得しに

くいのが現状です。休暇自体を取得しやすくするような職場環境の整備が必要かと思いました。


